
議案第７５号 

 

山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成３０年８月３１日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例  

第１条 山陽小野田市都市計画税条例（平成１７年山陽小野田市条例第８９

号）の一部を次のように改正する。 

附則第１６項中「若しくは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」

に改める。 

第２条 山陽小野田市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第

１５条第４３項」に改め、附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条 

第４５項」を「附則第１５条第４４項」に改め、附則第１６項中「第４２項、

第４４項、第４５項」を「第４２項から第４４項まで」に、「第４８項」を

「第４７項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年

４月１日から施行する。 
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議案第７５号参考資料 

山陽小野田市都市計画税条例新旧対照表（第１条関係） 

改 正 後 改 正 前 

附 則 附 則 

１～１５ （略） 

１６ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１７項、第１８

項、第２０項から第２４項まで、第２６項、第２７項、第

３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４４項、第 

４５項若しくは第４８項、第１５条の２第２項又は第１５

条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

第２条第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは第

３４項又は法附則第１５条から第１５条の３まで」とす

る。 

１７～１９ （略） 

１～１５ （略） 

１６ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１７項、第１８

項、第２０項から第２４項まで、第２６項、第２７項、第

３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４４項若しく

は第４５項、第１５条の２第２項又は第１５条の３の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項

中「又は第３４項」とあるのは「若しくは第３４項又は法

附則第１５条から第１５条の３まで」とする。 

 

１７～１９ （略） 
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山陽小野田市都市計画税条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（法附則第１５条第４３項の条例で定める割合） （法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第４３項に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

４ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） （法附則第１５条第４５項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

６～１５ （略） ６～１５ （略） 

１６ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１７項、第１８

項、第２０項から第２４項まで、第２６項、第２７項、第

３１項、第３５項、第３９項、第４２項から第４４項まで

若しくは第４７項、第１５条の２第２項又は第１５条の３

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条

第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは第３４項

又は法附則第１５条から第１５条の３まで」とする。 

 

１７～１９ (略) 

１６ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１７項、第１８

項、第２０項から第２４項まで、第２６項、第２７項、第

３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４４項、第 

４５項若しくは第４８項、第１５条の２第２項又は第１５

条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

第２条第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは第

３４項又は法附則第１５条から第１５条の３まで」とす

る。 

１７～１９ (略) 

 


